様式(ｱ) 　地域総合整備資金貸付事務委託契約証書

　　　　（以下｢甲｣という。）は、　　地域総合整備資金貸付要綱（平成　年　月　日付け　　　　　　　　　　　）に基づき、地域総合整備資金の平成　　年度の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団法人地域総合整備財団（以下「乙」という。）に委託するに際し、乙との間に次の委託契約を締結する。

第1章 委託事務の範囲

（事務の委託）

第１条　甲は、乙に対し、次条以下に定める地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務及びこれらの事務に付随する事務を委託する。

第2章 委託事務の処理

（貸付決定通知書の写しの送付）

第２条　甲は、貸付決定通知書の交付を行った場合には、乙に対し、当該通知書の写しを送付する。

（契約証書及び保証書の写しの送付）

第３条　甲は、乙に対し、地域総合整備資金の貸付けを受ける者（以下「借入人」という。）との間に締結した地域総合整備資金の貸付けに係る契約証書及び保証人から徴した保証書の写しを送付する。

（貸付金の交付）

第４条　乙は、甲に対し、あらかじめ、地域総合整備資金貸付金（以下「貸付金」という。）の振込みを受ける乙の金融機関の口座を通知する。

２　甲は、貸付金を一括して前項の口座に振り込むとともに、借入人の金融機関の口座を乙に通知する。

３　乙は、甲から振り込まれた貸付金を前項の借入人の口座に振り込む。

（領収書の提出）

第５条　乙は、貸付金の交付に当たっては、借入人から領収書を受領し、甲に提出する。この場合において、乙は、当該領収書の写しを保有する。

（償還金の徴収）

第６条　乙は、借入人に対し、償還期日の２０日前までに、納入通知書を送付する。

２　甲は、乙に対し、あらかじめ、乙が収納した償還金の振込みを受ける甲の金融機関を通知する。

３　乙は、借入人から償還金を収納するとともに、前項の金融機関に払い込む。

４　乙は、借入人が償還期日を過ぎても償還金を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。

（繰上償還）

第７条　甲は、借入人に繰上償還させることを決定した場合には、当該借入人に繰上償還決定通知書及び納入通知書を送付する。この場合において、甲は、当該文書の送達を乙に行わせることができる。

２　甲は、前項後段に規定する場合を除き、前項の送付を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。

３　乙は、借入人から繰上償還金を収納するとともに、前条第２項の金融機関に払い込む。

４　乙は、借入人が償還期日を過ぎても繰上償還金を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。

（遅延利息）

第８条　乙は、借入人が償還期日を過ぎても償還金又は繰上償還金を納入しないときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額又は繰上償還金額につき年１４パーセントの割合を乗じた金額を、遅延利息に相当する額として借入人から収納するとともに、第６条第２項の金融機関に払い込む。

（督促）

第９条　甲は、借入人に対し督促を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。

２　甲は、借入人に対し督促を行う場合には、督促状の送達を乙に行わせることができる。

（保証人に対する請求）

第１０条　甲は、保証人に対し保証債務の履行を請求することを決定した場合には、当該保証人に保証債務履行請求決定通知書及び納入通知書を送付する。この場合において、甲は、当該文書の送達を乙に行わせることができる。

２　甲は、前項後段に規定する場合を除き、前項の送付を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。

３　乙は、保証人から償還金又は繰上償還金及び遅延利息（以下「償還金等」という。）を収納するとともに、第６条第２項の金融機関に払い込む。

４　乙は、保証人が納入通知書に記載する保証履行期日を過ぎても償還金等を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。

５　前条の規定は、保証人に対する督促についてこれを準用する。この場合において、「借入人」とあるのは「保証人」と読み替える。

（債権の管理及び保全）

第１１条　甲は、乙の同意を得て、乙に貸付金に係る債権の管理及び保全のため必要な措置を講じさせることができる。

２　乙は、貸付金の繰上償還又は保証人の追加若しくは交替を借入人に要求すべきものと認めるとき、その他債権の保全上必要な事項があると認めるときは、その旨を甲に申し出ることができる。

（貸付台帳の整理）

第１２条　乙は、借入人ごとの貸付契約日、貸付金額、資金の用途、償還期日、据置期間、貸付期間、１回当たりの償還金額、償還済金額、貸付金残高、連帯保証人の名称等を明らかにする貸付台帳を整理・保管する。

２　甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、前項の貸付台帳の閲覧を請求することができる。

第3章 雑　則

（報告の徴求及び検査）

第１３条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、この契約に基づく委託事務の処理について報告を求め、検査をすることができる。

（連絡）

第１４条　甲及び乙は、この契約に基づく事務の処理に当たっては、相互に緊密な連絡を行う。

（経費負担）

第１５条　乙がこの契約に基づき委託事務を処理するために支弁した経費は、乙の負担とする。

（その他）

第１６条　この契約について疑義が生じた場合又はこの契約に定めない事態が発生した場合の措置については、その都度、「地域総合整備資金貸付要綱及び地域振興民間能力活用事業計画について」（平成２年３月３１日付け自治地第８７号自治省財政局地方債課長通知）を基準として、甲及び乙の協議により決定する。

上記契約の証として本契約２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保持する。

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　甲

　　　　　　　　　　　　乙　東京都千代田区平河町２丁目５番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　地域総合整備財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長







